
○みさきネットの設置及び管理に関する条例施行規則 

平成２７年１０月１日 

規則第３３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、みさきネットの設置及び管理に関する条例（平成２７年美咲町

条例第２５号。以下「条例」という。）の規定に基づき、光ファイバーネットワー

ク施設（以下「みさきネット」という。）の管理その他必要な事項について定める

ものとする。 

（加入） 

第２条 条例第９条の規定によりみさきネットの業務の提供を受けようとする者は、

みさきネット加入申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（脱退） 

第３条 条例第１８条第１項の規定によりみさきネットを脱退しようとする加入者は、

みさきネット脱退申請書（様式第２号）を町長に提出し、承認を得なければならな

い。この場合において、条例第１８条第２項の規定により納付した加入分担金、工

事分担金、使用料（以下「利用料等」という。）は返還しないものとする。 

２ 前項の規定により脱退を承認された加入者で、利用料等に未納金があるときは、

脱退申請と同時に未納金を納付しなければならない。 

３ 脱退を承認された加入者は、条例第７条第１項に規定する利用設備を、速やかに

返納しなければならない。 

４ 脱退に伴う引込施設の撤去に要する費用は、町の負担とする。ただし、当該撤去

に伴い加入者が所有又は占有する土地、家屋、構造物等の復旧に要する費用は、加

入者の負担とする。 

（使用料の徴収方法） 

第４条 条例第１５条の規定による使用料は、毎月徴収するものとし、次表の区分に

より徴収する。ただし、期日が休日にあたる場合は、翌月の最初の平日を期日とす

る。 

使用月 納入期日 使用月 納入期日 

１月分 １月３１日 ７月分 ７月３１日 

２月分 ２月２８日 ８月分 ８月３１日 

３月分 ３月３１日 ９月分 ９月３０日 

４月分 ４月３０日 １０月分 １０月３１日 

５月分 ５月３１日 １１月分 １１月３０日 

６月分 ６月３０日 １２月分 １２月２５日 

２ 加入者は、原則として町が指定した金融機関の口座振替の方法により納入するも

のとする。 

３ 納入期日前の使用料は、年度内の納付分に限り、前もって納付することができる。



ただし、納入通知書により納付するものとする。 

（利用料等の減免） 

第５条 条例第１６条の規定により利用料等の減免となる者は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に該当する者 

（２） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定に

より身体障害者手帳の交付を受け障害の等級が１級又は２級の者で、市町村民税

非課税の者 

（３） 療育手帳制度要綱（昭和４８年厚生省発児第１５６号）により療育手帳の

交付を受け障害の等級がAの者で、市町村民税非課税の者 

（４） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け障害等級が１

級の者で、市町村民税非課税の者 

（５） 火災、自然災害その他の理由により納付が困難な者 

（６） その他町長が特に必要と認める者 

２ 前項の規定により利用料等の減免を受けようとする者は、みさきネット利用料等

減免申請書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の規定により利用料等の減免申請書が提出されたときは、速やかに

内容を審査するものとする。 

４ ケーブルテレビ使用料は、減免を決定した日の属する月から減免するものとする。 

５ 同条第１項から第４項に規定する資格を喪失したときは、資格を喪失した日の属

する月の翌月からケーブルテレビ使用料を徴収するものとする。 

（サービスの開始及び中止） 

第６条 加入者が、みさきネットのサービスを開始又は中止するときは、みさきネッ

トサービス開始・中止申請書（様式第４号）を開始又は中止したい日の１０日前ま

でに町長に提出しなければならない。 

（設備の名義変更） 

第７条 条例第１７条の規定により設備の名義変更を行おうとする者は、みさきネッ

ト設備の名義変更申請書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

（施設使用の休止又は再開） 

第８条 条例第１９条第１項の規定により施設の使用を一時的に休止又は再開すると

きは、みさきネット使用休止・再使用届出書（様式第６号）を休止又は再開しよう

とする日の１０日前までに町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

２ 加入者が施設の使用を休止できる期間は、１月を単位として５年未満とする。た

だし、町長が特に必要があると認めるときは、別に定める期間とすることができる。 

３ 休止期間中の使用料は、これを徴収しない。 

（設備の移転） 



第９条 条例第１３条第４項の規定により、引込線及び光成端箱等の設備を移転した

いときは、原則として工事を必要とする１箇月前までに、みさきネット設備移転申

請書（様式第８号）を町長に提出し、工事分担金を納付しなければならない。ただ

し、緊急を要する場合又は軽微な場合は、この限りではない。 

（営利放送等） 

第１０条 条例第３３条の規定により営利を伴う放送を提供しようとするものは、み

さきネット営利放送申請書（様式第９号）を、放送希望日の１０日前までに町長に

提出しなければならない。ただし、営利放送のうち、告知放送については、みさき

ネット告知放送サービス運用規定により運用するものとする。 

（占用料） 

第１１条 条例第２３条の規定により営利を伴う事業を提供しようとする事業者は、

みさきネット光ファイバケーブル占用申請書（様式第１０号）を町長に提出しなけ

ればならない。 

（共架） 

第１２条 条例第２４条の規定により自設電柱に電線施設を共架しようとする事業者

は、みさきネット自設柱共架申請書（様式第１１号）を町長に提出しなければなら

ない。 

（その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成２７年９月２４日から適用する。 

附 則（平成２８年９月２８日規則第４０号） 

この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第１８号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日規則第２２号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年７月２３日規則第３７号） 

この規則は、平成３０年８月１日から施行する。 

  附 則（令和威４年３月３０日規則第１７号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


